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相　　談　　票

	 対 応 者
	
	応対日
	 令和   年   月   日　（　　　）
	 Ｒ　　－

	
	  相　談　者
  住所・氏名
	（所属等）
（氏　名）                    （連絡先）
	 　来  所
  　 ・
 　電  話

	
	
	（事業主）
	

	
	土地の所在
	 毛呂山町

	
	  区域の面積
	 (実測・公簿)             　 ㎡（地目：           ）(現況：           ）

	
	  相談目的
	 　開発建築相談　・　不動産評価　・　売買等相談　・　その他（　　　　　）

	
	  予定建築物
	（自己居住用・非自己用・自己業務用）

	
	備　　　考

(詳細内容)
	□開発可能か　□手続きについて　□その他（下記に記入）

	
	
	

	
	


	

	 基
 礎
 調
 査
	  区域の状況
	 市街化区域　（用途地域：               　　　　　　　　　　　　　　）
  非 線 引 き
 

	
	
	 調　整
	既存の集落　外・内  ・34-11→( 外・内　※道路→6m・4m・NG)

	
	
	
	産業系34-12　外・内（用途適合→OK・NG）

	
	
	
	その他の要件　（　　　　号→OK・NG）

	
	
	 農業振興地域：外・内→農転可能性 OK・NG　/ 確認：ｾﾝﾀｰ（  /   :　　　　）

	
	  許可の状況
	 許可等：開発許可・建築許可(42・43)・適合証明・既存宅地確認・建築確認・不明

	
	
	 許可日：S・H・R　　　年　　月　　日（番号　　 　　　　　　　　　　　　）

	
	
	 予定建築物の用途：（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	
	  現地の状況
	 現況調査必要　なし　・　あり　→　別紙１　のとおり

	
	指摘事項
	

	
	
	

	
	
	

	 回
 答
	 【回答要旨】　手続きの種類：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　許可要件：

	
	

	
	

	
	

	
	 回答年月日
	
	 相談者の反応
	　了解 ・ 不服 ・ その他（　　　　）


（注意）１　回答は口頭によるものとします。　　　　　　　　　　【添付図書：案内図、公図、謄本、土地利用計画図等】
２　相談が調査回答後一年を超過する場合は、再度、確認して下さい。

３　相談は住民の皆様等に対するサービスの一環として行っています。相談事案に対する発言等は、直ちに開発許可等につな
がるものではありません。

４　事前相談は個別具体の相談事案について協議するものであり、「この場所に何が建てられますか」等の具体的でない相談
については回答しかねます。また、他法令による制限については、各法令を所管する行政庁にお問い合わせ下さい。
相 談 案 件 の 指 導 等 経 過 に つ い て
	 年
	 月
	 日
	 相 談 案 件 の 指 導 等 経 過
	 課長確認

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


  注１）相談経過については、対応者の氏名、相手側の説明事項、対応状況及び指示事項等について、
できるだけ詳細に記録すること。
  注２）結論・結果・解釈の変更又はそれをもたらす新事実判明の場合、課長に確認すること。
開発建築係





太枠内のみ記入してください。
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